
 

 

さいたま市告示第７７２号 
建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４号の規定により、道路の指定をした

ので、次のとおり告示する。 
令和８年４月２８日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 事業名 

・ さいたま都市計画道路事業３・３・９４号南大通東線 
 

２ 指定した道路の概要 
・ 次の表のとおり 

路線番号 指定道路の位置 幅員 延長 

都市計画道路事業 
３・３・９４号 

南大通東線 

さいたま市 

大宮区天沼町二丁目７２５番１地先 

から 

大宮区天沼町二丁目７３５番１地先 

２５．０ｍ ７３．２ｍ 

 
３ 道路の指定年月日 

・ 令和８年４月２８日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


